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議  事  日  程 

 

令和５年２月２２日 

 

日程第 １        会議録署名議員指名 

日程第 ２        会期の決定 

日程第   報告第 １号 専決処分事項報告について（和解及び損害賠償の額の決

定） 

日程第   議案第 １号 専決処分事項報告について（令和４年度交野市一般会計

補正予算（第８号）） 

日程第   議案第 ２号 教育委員会委員の任命について 

日程第   議案第 ３号 教育委員会委員の任命について 

日程第   議案第 ４号 固定資産評価員の選任について 

日程第   議案第 ５号 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第   議案第 ６号 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第   議案第 ７号 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第   議案第 ８号 交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例について 

日程第   議案第 ９号 交野市地域公共交通会議設置条例の制定について 

日程第   議案第１０号 交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第   議案第１１号 交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

日程第   議案第１２号 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につ

いて 
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日程第   議案第１３号 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び交

野市こどもの医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第   議案第１４号 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例について 

日程第   議案第１５号 交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会条例の制定につい

て 

日程第   議案第１６号 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  

日程第   議案第１７号 交野市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例

の一部を改正する条例について 

日程第   議案第１８号 工事請負変更契約の締結について（星田駅前線道路新設

改良工事） 

日程第   議案第１９号 令和４年度交野市一般会計補正予算（第９号）について 

日程第   議案第２０号 令和４年度交野市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第   議案第２１号 令和４年度交野市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第   議案第２２号 令和４年度交野市水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて 

日程第   議案第２３号 令和５年度交野市一般会計予算について 

日程第   議案第２４号 令和５年度交野市国民健康保険特別会計予算について 

日程第   議案第２５号 令和５年度交野市介護保険特別会計予算について 

日程第   議案第２６号 令和５年度交野市公共用地先行取得事業特別会計予算に

ついて 

日程第   議案第２７号 令和５年度交野市後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第   議案第２８号 令和５年度交野市水道事業会計予算について 

日程第   議案第２９号 令和５年度交野市下水道事業会計予算について 
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報告第１号 

 

     専決処分事項報告について（和解及び損害賠償の額の決定）  

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項並び

に市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年１２月２２日議決）第１項及び第

２項の規定により、専決処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報

告する。  

 

  専決処分書写……別記  

 

   令和５年２月２２日提出 

 

 

交野市長  山  本  景  

 

 

 和解及び損害賠償の額を定めるについて  
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（写）  

５専第２号  

 

専   決   処   分  書  

 

 次のとおり、和解及び損害賠償の額を定めるにつき、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項並びに市長の専決処分事項の指定について（昭和５３年

１２月２２日議決）第１項及び第２項の規定により専決処分する。  

 

１  内   容   市が相手方に、損害賠償額として金１１５，５００円を支払う。  

２  相 手 方   住 所  大阪府枚方市大垣内町１丁目１－１  

             朝日生命枚方ビル５F 

氏  名 近鉄住宅管理株式会社大阪府営住宅枚方管理センター  

３  示 談 日   令和５年２月８日  

４  事 案 概 要   令和４年８月１２日（金）午前９時４７分頃、交野市藤が尾１

丁目４－１５付近において、府営藤が尾団地の燃えるごみを収集

中にゴミ排出用コンテナ（ダストボックス）を塵芥車に取り付け、

傾倒装置を使用して収集する際、誤って塵芥車の回転板に巻き込

んでしまい、コンテナ（ダストボックス）を一部変形させたもの。  

５  そ の 他   相手方修理費              １１５，５００円  

         対物共済保険額              １１５，５００円  

市持出額                        ０円  

 

 

令和５年２月８日  

 

交野市長  山  本  景  
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議案第１号  

 

専決処分事項報告について（令和４年度  

交野市一般会計補正予算（第８号））  

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

 

  専決処分書写……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 令和４年度交野市一般会計補正予算（第８号）  
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（写）  

５専第１号  

 

            専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和４年度交

野市一般会計補正予算（第８号）を次のとおり専決処分する。  

 

   令和５年１月１３日  

 

 

交野市長  山 本  景  

 

 

 令和４年度交野市一般会計補正予算（第８号）  

 

  別 紙  
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議案第２号  

 

教育委員会委員の任命について  

 

 次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求

める。  

 

現 住 所   交野市私部４丁目５５番７号  

氏  名   中 山  尚 美  

生年月日   昭和４０年１２月２０日  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

                       交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 令和５年４月１日より教育委員として新たに任命したいため。  
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（参考）  

履   歴   書  

 

現  住  所   交野市私部４丁目５５番７号  

氏     名   中
なか

 山
やま

  尚
なお

 美
み

 

生 年 月 日   昭和４０年１２月２０日  

 

学       歴  

平成 元年 ３月  京都教育大学教育学部音楽科卒業  

 

            職       歴  

平成 元年 ４月  

） 小学校常勤講師（音楽専科）、高等学校音楽非常勤講師等  

平成 ６年１１月         

平成１６年 １月  音楽家として活動（ピアノ講師、合唱指導、各種施設へ訪問演奏等） 

 現在に至る。  

 

公   職   歴  

令和 元年 ７月   

         ）交野市学校教育審議会委員  

令和 ３年 ７月  

 

そ   の   他  

平成 元年 ３月  小学校教諭一種免許状取得  

平成 元年 ３月  中学校・高等学校教諭一種免許状（音楽）取得  

平成１６年 １月  交野演奏家クラブ音夢
ね む

の会主宰 現在に至る。  
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議案第３号  

 

教育委員会委員の任命について  

 

 次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求

める。  

 

現 住 所   交野市私部南２丁目１番７号  

氏  名   般 谷  恵 秀  

生年月日   昭和３８年４月９日  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

                       交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 令和５年４月１日より教育委員として新たに任命したいため。  
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（参考）  

履   歴   書  

 

現  住  所   交野市私部南２丁目１番７号  

氏     名   般
はん

 谷
や

  恵
けい

 秀
しゅう

 

生 年 月 日   昭和３８年４月９日  

 

学       歴  

昭和６２年 ３月  立正大学仏教学部仏教学科卒業  

令和 ３年１１月  サイバー大学ＩＴ総合学部総合学科在学中  

 

            職       歴  

平成 ４年 ５月   

）比叡山延暦寺横川定光院担任  

平成 ６年１２月  

平成 ９年 ８月   

）七面山敬慎院特別役員  

平成１４年１２月  

平成１４年 ５月  立正山槃若寺第１５世住職 現在に至る。  

平成２１年 ３月  久遠山壽栄寺住職 現在に至る。  

 

公   職   歴  

平成２１年 ５月   

         ）交野市立第一中学校評議員  

令和 ４年 ３月  

 

そ   の   他  

平成１７年１０月  特定非営利活動法人 Hand in Hand 設立  
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議案第４号 

 

固定資産評価員の選任について  

 

 次の者を本市固定資産評価員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第４０４条第２項の規定により、議会の同意を求める。  

 

現 住 所   四條畷市清滝中町１３－１９  

氏 名  艮  幸  浩 

生年月日  昭和３９年７月７日  

 

   令和５年２月２２日提出 

 

 

                        交野市長  山 本   景 

 

 

提案理由  倉澤裕基氏の辞職に伴い、後任者として任命したいため。  
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（参考）  

 

           履    歴    書 

 

現   住   所    四條畷市清滝中町１３－１９  

氏      名    艮
うしとら

  幸
ゆき

 浩
ひろ

 

生  年 月 日    昭和３９年７月７日 

 

           学        歴 

昭和６２年 ３月  同志社大学法学部法律学科卒業  

           

           職        歴 

昭和６３年 ４月  交野市役所入職 

昭和６３年 ７月  保険年金課勤務 

平成  ７年 ５月  課税課勤務 

平成  ９年 ７月  総務課勤務 

平成１０年 ４月  大阪府総務部市町村課行政係（大阪府へ研修生として派遣） 

平成１２年 ４月  総務課主査  

平成１４年 ４月  総務課総務係長兼文書法規係長  

平成１６年  ４月  人事課人事研修係長  

平成１７年 ４月  人事課長代理兼人事研修係長  

平成１９年 ４月  人事課主幹  

平成２１年  ４月  人事課長 

平成２２年  ４月  総務部次長（総務課、人事課担当）  

平成２３年  ４月  総務部参事兼役場戦略担当  

平成２６年 ４月  総務部付部長兼役場戦略担当  

平成２７年 ４月  企画財政部長  

平成３０年  ４月  企画財政部長兼公共施設等再配置準備室担当部長  

令和  ２年 ４月  福祉部長兼福祉事務所長  
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令和  ４年１２月  理事（企画財政部・福祉部担当）兼福祉部長兼福祉事務所長  

  現在に至る。 
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議案第５号  

 

交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 特別職の職員について、特別職報酬等審議会の答申を勘案し給料月額を

見直すとともに、市長の現任期の間、給料月額を減額したいため。  
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交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案  

   交野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年条例第２号）の一部を次のように

改正する。  

附則に次の１項を加える。  

（令和５年４月１日から令和８年９月１７日までの間における給料月額に関する特例）  

６ 令和５年４月１日から令和８年９月１７日（同日前に令和４年９月１８日において市

長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日）までの間における職員

の給料の月額は、第３条及び別表の規定にかかわらず、これらの規定による給料の月額

に、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じ

て得た額とする。ただし、第４条及び交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の規

定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。  

職員  割合  

市長  １００分の７０  

副市長  １００分の８０  

 別表市長の項中「７４２，５００円」を「９０９，０００円」に改め、同表副市長の項

中「７００，０００円」を「７８８，０００円」に改める。  

   附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第６号  

 

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等  

に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 教育長について、特別職報酬等審議会の答申を勘案し給料月額を見直す

とともに、市長の現任期の間、給料月額を減額したいため。  
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交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例  

案  

交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（昭和３２年条例第７号）

の一部を次のように改正する。  

第２条中「６１６，０００円」を「７０２，０００円」に改める。  

附則に次の１項を加える。  

（令和５年４月１日から令和８年９月１７日までの間における給料月額に関する特例）  

６ 令和５年４月１日から令和８年９月１７日（同日前に令和４年９月１８日において市

長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日）までの間における教育

長の給料の月額は、第２条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に１００

分の８０を乗じて得た額とする。ただし、第３条及び第８条の規定を適用する場合にお

ける給料の月額については、この限りでない。  

   附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第７号  

 

交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 水道事業管理者について、他の特別職の職員の改定に伴い、給料月額を

見直すとともに、市長の現任期の間、給料月額を減額したいため。  
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交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例案  

   交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 交野市水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和５０年条例第２３号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条中「６１６，０００円」を「７０２，０００円」に改める。  

附則に次の１項を加える。  

（令和５年４月１日から令和８年９月１７日までの間における給料月額に関する特例）  

６ 令和５年４月１日から令和８年９月１７日（同日前に令和４年９月１８日において市

長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日）までの間における管理

者の給料の月額は、第２条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に１００

分の８０を乗じて得た額とする。ただし、第３条及び第６条の規定を適用する場合にお

ける給料の月額については、この限りでない。  

   附 則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第８号  

 

交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 市長について、現任期に係る退職手当を不支給としたいため。  
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交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案  

   交野市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

 

 交野市特別職の職員の退職手当に関する条例（平成９年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

附則に次の１項を加える。  

（市長の退職手当の特例）  

４ 令和４年９月１８日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、

第２条の規定にかかわらず、支給しない。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第９号  

 

交野市地域公共交通会議設置条例の制定について  

 

 交野市地域公共交通会議設置条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 交野市地域公共交通会議の設置に関し、必要な事項を定めたいため。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 
 

交野市地域公共交通会議設置条例案 

交野市地域公共交通会議設置条例 

 

（設置） 

第１条 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域における需要に

応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地

域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、交野市地域公

共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客の運送の態様及び運賃等に関すること。 

(2) 本市の運営による有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(3) 本市の区域内における総合的な公共交通政策の推進に関すること。  

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第９条の３第１項及び

第２項に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合に

おける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 交通会議に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 交通会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の交通会議は、市長が

招集する。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ



- 27 - 
 

ろによる。 

（意見聴取等） 

第６条 会長は、必要があると認めるときは、交通会議に関係者の出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。  

 （協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該

事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（庶務） 

第８条 交通会議の庶務は、都市計画部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通

会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（交野市地域公共交通検討委員会条例の廃止） 

２ 交野市地域公共交通検討委員会条例（平成２９年条例第１９号）は、廃止する。  
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議案第１０号  

 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す  

る基準を定める条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 児童福祉法等の改正に伴い、所要の改正を行いたいため。  
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交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案  

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例  

 

交野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

第６条の次に次の２条を加える。  

（安全計画の策定等）  

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童

健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用

者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全

育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計

画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。  

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならな

い。  

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための

移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の

際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の

所在を確認しなければならない。  

第１２条の次に次の１条を加える。  

（業務継続計画の策定等）  
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第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。  

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。  

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。  

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施する」に改める。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

 （安全計画の策定等に係る経過措置）  

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条の２の規定の

適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなけれ

ば」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」

と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とす

る。  
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議案第１１号  

 

交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する  

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、 

所要の改正を行いたいため。  
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交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例案 

交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

交野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

２４号）の一部を次のように改正する。  

第７条の次に次の２条を加える。  

（安全計画の策定等）  

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事

業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対す

る事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活に

おける安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全

に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、

当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。  

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。  

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られる

よう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。  

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。  

（自動車を運行する場合の所在の確認）  

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移

動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び

降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、

利用乳幼児の所在を確認しなければならない。  

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の送迎を目的

とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた

前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利
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用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行する

ときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備

え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わな

ければならない。  

第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同条

ただし書を削る。  

第１３条を次のように改める。  

第１３条 削除  

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期

的に実施する」に改める。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、公布

の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利

用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同

項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザ

ー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときには、

令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場

合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業

者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければ

ならない。  
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議案第１２号  

 

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営  

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

 交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行い

たいため。  
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交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例案  

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

 

交野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

第２６条を次のように改める。  

第２６条 削除  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第１３号  

 

交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び交野市こど  

もの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び交野市こどもの医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 生活保護法による被保護者に関し、保護停止中の者を医療費の助成対象

としたいため。  
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交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び交野市こどもの医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例案  

交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び交野市こどもの医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例  

 

（交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正）  

第１条 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年条例第２２号）の

一部を次のように改正する。  

第２条第２項第１号中「保護を受けている者」を「被保護者（その保護を停止されて

いる者を除く。）」に改める。  

（交野市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正）  

第２条 交野市こどもの医療費の助成に関する条例（平成５年条例第２３号）の一部を次

のように改正する。  

第３条第２項第１号中「により保護を受けている者」を「による被保護者（その保護

を停止されている者を除く。）」に改める。  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第１４号  

 

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  

 

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。  

 

 条例案……別記  

 

  令和５年２月２２日提出  

 

交野市長 山 本  景  

 

 

提案理由 生活保護法による被保護者に関し、保護停止中の者を重度障がい者の医療費の

助成対象としたいため。  
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交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案  

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

 

交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年条例第３９号）の一部を

次のように改正する。  

第２条第２項第１号中「被保護者」を「被保護者（その保護を停止されている者を除く。）」

に改める。  

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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議案第１５号 

 

交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会条例の制定について 

 

 交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会条例を次のように制定する。 

 

  条例案……別記 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

 

交野市長 山 本  景 

 

 

提案理由 省エネルギーに関する包括委託（ＥＳＣＯ事業）を実施するにあたり、事

業者の選定に係る基準及び事業者からの提案内容等について審議等を行う

ため、附属機関を設置するもの。 
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交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会条例案 

交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、

交野市ＥＳＣＯ事業者選定審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。 

⑴ ＥＳＣＯ事業者（次号及び第３号において「事業者」という。）の選定に係る審査基

準に関すること。 

⑵ 事業者の選定に係る提案内容等の評価に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 会計及び経理業務に関し知識又は経験を有する者  

⑶ 市及び関係行政機関の職員 

３ 委員の任期は１年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長が招集する。ただ

し、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
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３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を

求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、財産管理室において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員

会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第１６号  

 

交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 出産育児一時金及び保険料軽減判定所得基準額を改定したいため。  
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交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例案  

交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

交野市国民健康保険条例（昭和５５年条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

第７条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。  

第２３条第１項第２号中「２８５，０００円」を「２９０，０００円」に改め、同項第

３号中「５２０，０００円」を「５３５，０００円」に改める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（適用） 

２ 改正後の交野市国民健康保険条例（以下「新条例」という。）第７条第１項の規定は、

施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産

育児一時金については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２３条第１項第２号及び第３号の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料

から適用し、令和４年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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議案第１７号  

 

交野市が管理する道路の構造の技術的基準を  

定める条例の一部を改正する条例について  

 

 交野市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。  

 

  条例案……別記  

 

   令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  

 

 

 提案理由 自転車通行帯の設置を推進したいため。  
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交野市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例案  

交野市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例  

 

交野市が管理する道路の構造の技術的基準を定める条例（平成２５年条例第１７号）の

一部を次のように改正する。  

第３条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第５項本文中「車道」

の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。  

第４条第７項中「幅員は、」の次に「令第４２条第１項において準用する」を加える。  

第５条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。  

第７条の次に次の１条を加える。  

（自転車通行帯）  

第７条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設け

る道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右

側。次項において同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。  

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い第３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除

く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場

合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。  

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小すること

ができる。  

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。 

第８条第１項中「第３種」の次に「（第４級及び第５級を除く。次項において同じ。）」

を加え、「第４種の道路」を「第４種（第３級及び第４級を除く。同項において同じ。）

の道路で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの」に改め、同条第２項

中「歩行者の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路」の次に「で設計速度が１時間に

つき６０キロメートル以上であるもの」を加え、同条第４項中「幅員は、」の次に「令第
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４２条第１項において準用する」を加える。  

第９条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。  

第１０条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。  

第１６条中「自転車道等」を「自転車道又は自転車歩行者道（以下「自転車道等」とい

う。）」に改める。  

第３０条第３号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。  

第３９条中「第７条」の次に「、第７条の２第３項」を加える。  

第４０条第３項中「幅員は、」の次に「令第４２条第１項において準用する」を加え、

同条第５項中「前条第１項」の次に「並びに令第４２条第１項において準用する令第４条、

第１２条及び第３５条第２項から第４項まで」を加える。  

第４１条第２項中「幅員は、」の次に「令第４２条第１項において準用する」を加え、

同条第４項中「第３９条第１項」の次に「並びに令第４２条第１項において準用する令第

４条、第１２条及び第３５条第２項から第４項まで」を加える。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置）  

２ この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、改正後の第７条の

２並びに第８条第１項及び第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。  
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議案第１８号  

 

工事請負変更契約の締結について  

（星田駅前線道路新設改良工事）  

 

 令和３年１０月１日に議会の議決を経た工事請負契約について、次のとおり変更契

約を締結したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号

並びに交野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年条例第９号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

 

１ 契約の目的     星田駅前線道路新設改良工事の工事請負金額の変更  

 

２ 変更前契約金額   １７９，５３１，０００円（消費税額を含む。）  

 

３ 変更後契約金額   ２３３，３１４，４００円（消費税額を含む。）  

 

４ 変更による増額分   ５３，７８３，４００円（消費税額を含む。）  

 

５ 契約の相手方    交野市私部５丁目２３番１５号  

            株式会社西工務店  

            代表取締役 西 政樹  

 

令和５年２月２２日提出  

 

 

交野市長 山 本  景  


